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提出部数 ➠ 2部（税関用、交付用）

記載の説明（書き方）

①日付：税関への提出日

②あて先：通関官署を記載（保証書のあて先と同じ）

③提供者：輸入者名を記載（保証書の輸入者と同じ）
③′輸入者符号：法人番号、税関輸出入者コード、JASTPRO

コードを記載 ➠ 符号がない場合は、NACCSに登録不可

④代理人：通関業者等が代理で書類を提出する場合に記載

⑤申告番号等：申告日、申告番号を記載
⑤′不要な文言は削除

⑥担保提供事由：「輸入許可前貨物引取承認」と記載

⑦担保の種類：「保証人の保証」と記載、
表示：保証書に記載されている保証人を記載

⑧担保金額：保証書に記載されている税額を記載

⑨担保預り証：税関で担保登録後に記載
⑨′担保登録番号：担保を管理する際の番号

※担保提供書は、担保登録後、税関から交付されるので、紛失
しないように管理して下さい。

担保解除する際に、保証書との引き換えになります。

⑨′1AK******
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提出部数 ➠ 1部（税関用のみ）

記載の説明（書き方）

①日付：保証書の発行日

②あて先：通関官署を記載（記載例は東京税関本関の場合）

③保証人：保証人の押印は必須
注）印鑑届が必要、既に税関に届けている場合は不要

④不要な文言は削除

⑤輸入者：輸入者名を記載（担保提供者と同じ）

⑥輸入申告の番号：申告した番号を記載

⑦税額：保証する金額を記載

⑨適用法条：担保を提供する根拠とされる法律名及び条
項を記入する→参考資料「適用法令一覧」
注）法令条項が違ってる場合は受理できない

➒

その他
➒収入印紙：200円の収入印紙を貼付

印紙税法基本通達別表第一13号文書の1
「債務の保証に関する契約書」に該当

令和4年4月作
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